
知多市スポーツ協会表彰規程 

 

（趣旨） 

第１条  知多市スポーツ協会の運営及び事業の遂行に貢献した者並びに知多市のスポーツ振興に

寄与した者の表彰に関して必要な事項を定める。 

（表彰の基準） 

第２条  表彰の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 特別功労表彰 

ア  会長及び副会長 

イ  常任理事以上の役員として功労表彰後１０年以上にわたり運営及び事業の遂行に特に貢献した者 

ウ  加盟団体の運営役員として功労表彰後１５年以上にわたりスポーツ振興に特に寄与した者 

エ  スポーツ組織の指導者又はスポーツ推進委員・スポーツ委員として功労表彰後１５年以上にわたりス

ポーツ振興に特に寄与した者 

オ  優秀選手の育成に顕著な功績があった者（競技者表彰のアに該当する競技者を２回以上育成した

者。） 

  (2) 功労表彰 

ア  理事以上の役員として５年以上にわたり運営及び事業の遂行に貢献した者 

イ  加盟団体の運営役員として１０年以上にわたりスポーツ振興に寄与した者 

ウ  スポーツ組織の指導者又はスポーツ推進委員・スポーツ委員として１０年以上にわたりスポーツ振興

に寄与した者（スポーツ推進委員・スポーツ委員として５年以上にわたってスポーツ振興に寄与し退任

した者を含む。）、並びに事務局員として運営及び事業の遂行に貢献した者 

エ  優秀選手の育成に功績があった者（競技者表彰のアに該当する競技者を育成した者。） 

  (3) 競技者表彰 

ア  日本スポーツ協会加盟団体等の主催する全国大会を経て日本代表として国際競技会に出場した者、及

び日本スポーツ協会加盟団体等の主催する全国大会において第３位以内に入賞した者 

イ  国民体育大会に出場した者、及び県スポーツ協会加盟団体又は県教育委員会等の主催する県大会(推薦

を含む。)を経て県代表として全国大会に出場した者 

ウ  県スポーツ協会加盟団体又は県教育委員会等の主催する県大会(推薦を含む。)を経て県代表として東

海地区以上の地区を単位とする大会において第３位以内に入賞した者 

エ  県スポーツ協会加盟団体及び県教育委員会等の主催する県大会において優勝した者 

オ その他の大会において、成績が優秀（３位以内）で、知多市のスポーツ振興に寄与した者 

２ 被表彰者は、日本スポーツ協会スポーツ憲章に従った者とする。 

３ 被表彰者は、該当項目時に会員及び市内在住、在勤、又は在学者であることとする。ただし、

本市を出身地とする者も対象とすることとする。 

４ 特別功労表彰及び功労表彰は、同一人につき各々１回限りとする。 

５ 特別功労表彰のアからエの表彰は退任後(退任予定を含む。)とする。 

６ 特別功労表彰及び功労表彰の貢献年数等について、年度を基準とする就任及び退任により貢

献年数等が若干(３ヶ月程度)不足する場合、表彰審査会で年数を満たしているものとして認め

ることができる。 

７ 団体競技については、大会のチーム登録人員内とする。 

（被表彰者の推薦） 

第３条 被表彰者の推薦は、他薦とし、原則として加盟団体代表者、スポーツ推進委員長、事務

局長、生涯学習スポーツ課長、学校関係は学校長がこれを行うこととする。 

２ 推薦者は、別に定める日までに、関係書類を事務局へ提出するものとする。 

 （被表彰者の決定） 

第４条 被表彰者の決定は、毎年１月１日から１２月３１日までの期間を対象として、表彰審査

会において行うものとする。 

２ 表彰審査会は、理事長・副理事長・中小体育連盟常任理事及び生涯学習スポーツ課長並びに

スポーツ推進委員会委員長・副委員長をもって構成する。審査会の議長は、理事長がこれに当

たる。 

３ 競技者表彰候補者を評価点査定し、評価点総和が８０点以上に達した者を被表彰者とする。

詳細は審査内規に定める。 



 

（表彰の方法） 

第５条  表彰の方法は、表彰状を授与することとする。 

（表彰の期日） 

第６条  表彰の期日は、毎年２月とする。 

（変更） 

第７条  この規程は、理事会で変更することができる。 

 

附  則 

 

本規程は、昭和４７年１月１日から適用する。  令和 元年 ５月１７日  一部変更承認 

昭和５２年 ２月 ９日  一部変更承認    令和 ３年 ４月 １日  一部変更承認 

昭和５４年 １月３１日  一部変更承認    令和 ４年 ９月１６日  一部変更承認 

昭和５６年 ２月 ４日  一部変更承認    令和 ７年１２月 ５日  一部変更承認 

昭和６２年１２月１８日  一部変更承認                   

平成 ７年 ９月２２日  一部変更承認     

平成１３年 ９月２６日  全部変更承認     

平成１５年 １月２２日  一部変更承認    

平成１５年 ３月２０日  一部変更承認 

平成２２年 １月１５日  一部変更承認 

平成２４年 ３月２３日  一部変更承認 

平成２４年１２月１３日  一部変更承認 

平成２７年１２月１１日  一部変更承認 

平成３０年 ３月１６日  一部変更承認 


